
国が示す下水道事業の今後の課題
「ヒト」（技術者の減少）
「モノ」（施設老朽化）
「カネ」（下水道使用料収入の減少）

【お知らせ】 佐賀市下水道事業における水の官民連携（ウォーターPPP）の検討状況について

これらを解決するための有効な手段
として令和5年度に新設

〇水の官民連携（ウォ－ターＰＰＰ ）の概要
令和８年５月２１日 佐賀市上下水道局

下水道施設課
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※更新実施型か更新支援型のどちらかを選択

※

※



特環：富士処理区

農集：杉山地区

農集：無津呂地区

農集：合瀬地区

農集：富士北部地区

農集：藤瀬地区

農集：上小副川地区

農集：鎌原地区

農集：市川地区

富士南部浄化センター

〇対象地区：富士町

対象事業
① 特定環境保全公共下水道（１地区）
② 農業集落排水（８地区）

※ 全ての施設
・ 処理場

・ マンホールポンプ
・ 管路

令和 8年度 導入可能性調査
令和 9年度 契約、事業開始に向けた準備
令和10年度 事業開始

〇今後のスケジュール（予定）

〇佐賀市の基本方針

１．ウォーターPPPの早期実施

２．地元業者への影響を考慮

３．レベル3.5の採用

４．ミニマムスタートでウォーターPPPの影響を検証

5．業務内容の詳細は導入可能性調査において検討
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